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第37号 

 

権利の放棄について 

 

県の貸付金に係る下記の債権について権利を放棄するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第10号の規定により議会の議決を求める。 

 

記 

１ 放棄する権利の内容 

区 分 貸付年度 貸付を受けた者 放棄する権利の内容 

    

 

２ 放棄する理由   

  債権の回収が不能となったものである。 
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第38号 

 
権利の放棄について 

 
県営住宅に係る下記の債権について権利を放棄するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第10号の規定により議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 放棄する権利の内容 

区 分 調定年度 主たる債務者 放棄する権利の内容 

    

    

 

 

２ 放棄する理由   

債権の回収が不能となったものである。 
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第39号 

 

権利の放棄について 

 

交通安全施設毀損に伴う修繕立替金に係る下記の債権について権利を放棄するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第10号の規定に 

より議会の議決を求める。 

記 

１ 放棄する権利の内容 

区 分 調定年度 主たる債務者 放棄する権利の内容 

    

 

２ 放棄する理由   

  債権の回収が不能となったものである。 
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第40号 

 

権利の放棄について 

 

県立中央病院及び県立白鳥病院に係る下記の債権について権利を放棄するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第10号の規定により議会

の議決を求める。 

記 

１ 放棄する権利の内容 

区 分 調定年度 主たる債務者 放棄する権利の内容 

     

     

     

 

 

２ 放棄する理由 

  債権の回収が不能となったものである。 



250



250

251



252



253 

第44号 

 
訴訟の提起について 

 
県営住宅の家賃を多額に長期の間滞納している者等について、住宅の明渡し並びに滞納家賃及び損害賠償金等の支払の各請求の訴えを下記のとおり提起 

するので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第12号の規定により議会の議決を求める。 

 

記 

１ 被告及び明渡しを求める住宅 

住      所 住      宅 氏    名 
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住      所 住      宅 氏    名 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

２ 事 件 名  県営住宅明渡し等請求事件 

３ 請求の趣旨  県営住宅を明渡しのうえ、滞納家賃及び損害賠償金等の支払をせよとの趣旨の判決並びに仮執行宣言を求める。 
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